
調達物品に備えるべき技術的要件

1 基本構成

1-1 広画角デジタル眼撮影装置　1台

1-2 広画角レンズユニット 　1個

1-3 ネットワーク接続費用 　1式

（性能、機能に関する要件）

2 広画角デジタル眼撮影装置本体は、以下の要件を満たすこと。

2-1 画像データの保存容量は1TB 以上であること。

2-2 モニターはタッチコントロールできるIPS 方式であり、高さ、角度調整の機能を有すること。

2-3 動画によるライブ撮影ができ、録画映像から静止画を抽出する機能を有すること。

2-4 ガンマ補正を含む画質調整機能を有すること。

2-5 カメラの色温度を5段階以上で調整する機能を有すること。

2-6 撮影された画像データは本体に保存され、JPEG または PNG 形式でエクスポートする機能を有すること。

2-7 バックライト付き防水キーボードを有すること。

2-8 フットスイッチを有し、フォーカス、照度、画像またはビデオ撮影の操作をする機能を有すること。

2-9 フットスイッチを収納する構造であること。

2-10 高さ調整機能を有すること。

2-11 移動用キャスターを有すること。

3 広画角レンズユニットは、以下の要件を満たすこと。

3-1 広画角レンズは130°以上の画角を有すること。

3-2 クリーニングと消毒のために取り外し可能な構造であること。

4 設置条件等

4-1 本調達物品は、当センターの指定する場所に設置すること。

4-2
本調達物品の設置に関し、1次側以外の電源設備、機器の搬入、据付、配線、調整等に必要な費用は本調達
に含むものとする。

4-3 当センターの診療業務に支障をきたさないよう、当センター担当者と協議の上行うこと。

5 保守体制等

5-1 本調達物品が正常に動作するように、1年間は無償で、定期的に点検及び調整を行うこと。

5-2 本調達物品の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。

5-3 本調達物品の納入検査確認後1年間は通常の使用により故障した場合の無償修理及び交換に応じること。

5-4
障害時に関し、年間を通じて終日連絡が出来る体制であり、当センターより通報を受けてから、現場で対応でき
る体制であること。

6 その他

6-1 取扱説明に関する教育訓練は、当センターが指定する日時、場所で行うこと。

6-2 本調達物品の操作マニュアルは、日本語版を2部提供すること。

6-3 本装置導入に係る送料、設置費用、接続費用等は全て入札金額に含むこと。


